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愛知県教育委員会 様 2017年 4月 4日

請願人  宮崎邦彦

2017年 3月 27日 付提出の請願に対 して、添付資料の提出を します。

(1)ク ローズアップ現代

インターネットより (資料 1)  (写 )

部活動 (顧問)の、問題点、これから身に着けなければならない部分等について、

の内容といえる。

(2)熱中症放置、教員個人が賠償金支払い 部活動指導の事故 異例の重過失認定ヘ

(一部)

インターネットより (資料 2)  (写 )

部活動顧間には、常に賠償責任が負わされているといえる。

(3)2011年 度、高校の部活動について、活動に時間帯について、各学校任せか、

教育委員会としての指針等があるのか。

作成者は請願人 (資料 3)      (写 )

県立中村高校に提出、県には未提出 (2011、 7、

出とある。

17、 2011、 7、 O提

注 当時、県立中村高校で、校舎内から、暗くなってからも生徒の声がしたので、

(暗がりから声がした)、 心配になっての質問書である。学校生徒の安全のための

質問書である。

部活動顧間の果たすべき、事項に関する質問でもある。

この件に関する回答は、受け取ったのかどうか不明。今回質問書だけを提出する。

知県教育委員

29,4, 4
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愛知県教晋萎員会委員長様 2011年 7月 接 日
lイ

質問書

行政を考える住民の会 事務

宮崎邦彦

2011年度、高校の部活動について、

活動の時間帯について、各学校任せか、教育委員会としての指針等があ

るのか。

1朝は何時からか、

2開始にあたつての配慮事項

3(授業後の)終わりの時間帯についての基準めやす。

4終わりの時間についての配慮事項、

5その後の (生徒)学校を出るまでについての配慮事項。

6土 日曜日休日についての、時間帯について。

7土 日曜日休日についての配慮事項

8休業日についての配慮事項。

追加 (各学校)

9 プールについて、(盗撮等されないか)見えないようになっているの

か 。

10 トイレについて、入り日の ドアはあるのか、(プライバシーは守られ

ているのか)構造はどのようになつているのか。
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